
清
体
協
会 

会
則 

第
一
条
（
名
称
） 

当
会
は
『
清
体
協
会
』
と
称
す
る
。 

 

第
二
条
（
所
在
地
） 

活
動
の
拠
点
を
清
体
協
会
本
部
と
す
る
。 

本
部
を
三
重
県
名
張
市
結
馬
四
一
九
と
す
る
。 

 

第
三
条
（
主
宰
者
） 

『
清
体
協
会
』
の
代
表
者
を
大
橋
渡
と
し
て
、
当
会
を
大
橋
渡
が
主
宰
す
る
。 

 

第
四
条
（
活
動
理
念
） 

人
間
の
本
来
あ
る
べ
き
生
き
方
を
提
唱
し
、
真
実
を
理
解
し
、
そ
れ
を
実
践
し
た
生
き
方
を
出
来
る
様
に
な
る
為
の
訓
練
と
し
て
「
体

感
」
を
出
来
る
心
身
を
創
り
育
み
進
化
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
こ
の
地
球
の
進
化
に
寄
与
し
、
世
界
の
平
和
を
願
い
活
動
す
る
こ
と
。 

 

第
五
条
（
活
動
内
容
） 

当
会
は
前
条
に
示
し
た
理
念
の
普
及
と
、
そ
の
活
動
理
念
に
基
づ
い
た
各
種
の｢

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
体
感
講
座
、
講
義
、
清
体
法 ｣

の
指
導
を
主
な
活
動
内
容
と
し
、
そ
の
た
め
の
訓
練
体
系
は
次
の
も
の
で
あ
る
。 

①
『
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
』
：
心
身
の
安
定
と
向
上
を
目
的
と
し
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
。 

②
『
体
感
講
座
』
：
「
感
覚
」
と
い
う
本
能
的
な
方
法
を
基
本
と
し
た
技
術
体
系
を
確
立
し
、
当
会
の
健
康
観
や
健
康
管
理
の
方
法

を
学
び
理
論
の
学
習
や
技
術
の
研
鑚
を
行
な
う
講
座
。 

③
『
清
体
法
』
本
来
の
生
命
の
源
を
引
き
出
す
為
の
手
助
け
と
し
て
行
な
い
、
体
育
と
し
て
の
心
身
の
創
造
と
向
上
を
行
う
技
術
。 

 

第
六
条
（
会
の
組
織
） 

当
会
は
、
次
の
組
織
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
。 

 

経
営
組
織 

当
会
本
部
に
事
務
局
を
設
け
、
事
務
所
・
本
部
を
含
め
た
当
会
運
営
の
た
め
の
事
務
活
動
を
行
な
う
。 

 

第
七
条
（
会
員
） 

① 

当
会
の
理
念
を
理
解･

賛
同
し
、
受
講
を
希
望
す
る
者
は
誰
で
も
、
所
定
の
手
続
き
を
経
て
入
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

会
員
は
入
会
の
翌
年
度
よ
り
、
毎
年
入
会
月
に
年
会
費
を
納
入
す
る
。 

③ 

会
員
は
任
意
に
退
会
す
る
事
が
で
き
る
。
ま
た
、
年
会
費
が
納
入
期
限
後
三
ヶ
月
を
経
過
し
て
も
納
入
が
な
い
場
合
、
退
会
と
み

な
さ
れ
る
。 

④ 

同
居
の
家
族
の
入
会
に
つ
き
家
族
会
員
制
度
を
設
け
、
入
会
金･

年
会
費
を
割
引
く
。
年
会
費
は
一
年
経
過
後
よ
り
、
第
一
入
会

者
（
親
会
員
）
が
そ
の
入
会
月
に
一
括
し
て
支
払
う
。 

※
各
料
金
の
詳
細
は
報
酬
規
則
に
定
め
る
。 



 
第
八
条
（
会
員
資
格
の
類
別
） 

① 
正
会
員 

受
講
を
中
心
と
し
た
会
員
活
動
を
行
な
う
基
本
的
な
会
員
資
格
。
本
部
に
お
け
る
各
種
講
座 ･

個
人
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
各
所
定
の

枠
内
で
選
択
し
、
各
種
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
家
族
会
員
は
正
会
員
と
な
る
。 

② 

事
務
員 

事
務
員
も
当
会
の
正
会
員
と
し
、
運
営
補
助
を
行
う
。
ま
た
円
滑
な
運
営
と
事
務
局
の
管
理
を
推
進
す
る
。 

 

第
九
条
（
活
動
形
態
と
参
加
方
法
） 

① 

受
講
方
法 

会
員
は
会
員
資
格
に
応
じ
、
内
容
を
選
択
し
、
講
座
・
講
義
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
、
所
定
の
手
続
き
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
受

講
が
認
め
ら
れ
る
。 

一
旦
納
入
さ
れ
た
年
会
費
・
月
謝
等
の
受
講
料
或
い
は
諸
費
用
は
、
原
則
と
し
て
返
金
を
請
求
で
き
な
い
。 

※
受
講
料
等
の
詳
細
は
報
酬
規
則
に
定
め
る
。 

② 

そ
の
他
の
活
動
形
態 

第
四
条
に
示
し
た
当
会
の
活
動
理
念
の
普
及
の
為
、
当
会
は
、
当
会
の
活
動
の
一
環
と
し
て
各
種
の
行
事
等
を
企
画
し
実
施
す
る
。 

会
員
は
当
会
の
活
性
化
と
会
員
間
の
相
互
交
流
の
為
に
、
進
ん
で
参
加
協
力
を
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。 

 

第
十
条
（
心
身
の
自
己
管
理
） 

① 

心
身
の
健
康
管
理
は
最
終
的
に
は
本
人
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
会
員
は
自
己
の
意
志
に
基
づ
き
、
当
会
の
指
導
シ
ス
テ
ム

を
選
択
・
活
用
し
、
自
ら
の
「
心
身
の
健
康
」
回
復
と
維
持
に
役
立
て
る
。 

第
四
条
に
示
し
た
通
り
、
当
会
は
自
律
的
に
心
身
を
創
造
し
、
育
み
進
化
さ
せ
る
こ
と
を
活
動
理
念
と
す
る
。 

『
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
』
『
講
座
』
『
清
体
法
』
も
、
医
療
行
為
で
な
く
（
従
っ
て
医
療
控
除
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
）
、
会
員
本
人

が
心
身
の
安
定
と
向
上
を
引
き
出
す
為
の
手
助
け
で
あ
る
。 

② 

会
員
は
次
の
事
項
に
留
意
す
る
。 

一 

受
講
時
は
、
特
殊
な
体
調
（
妊
娠
中
、
手
術
後
、
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
保
持
、
薬
物
服
用
、
心
身
喪
失
等
）
に
あ
る
場
合
や
、
医
師

に
相
談
し
医
療
機
関
よ
り
診
断
書
が
あ
る
場
合
は
、
予
め
自
主
的
に
報
告
し
、
必
要
な
指
示
を
仰
い
だ
上
で
自
己
管
理
を
全
う
す
る
。 

二 

体
調
の
変
化
と
そ
れ
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て
の
受
付
窓
口
や
、
電
話
や
メ
ー
ル
で
の
質
問
や
相
談
に
対
し
て
は
、
主
宰
者
の
指

示
を
取
り
次
ぐ
か
、
受
付
担
当
者
が
清
体
理
論
に
基
づ
く
一
般
的
な
対
処
方
法
を
示
唆
す
る
。
但
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
直
接
の

観
察
を
欠
く
為
、
そ
の
有
効
性
は
保
証
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

受
講
時
に
急
激
な
体
調
変
化
や
事
故
が
生
じ
た
場
合
、
指
導
上
の
手
落
ち
ま
た
は
施
設
上
の
欠
陥
に
よ
る
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ

な
い
限
り
、
当
会
、
及
び
主
宰
者
は
そ
の
責
を
一
切
負
わ
な
い
。 

   

第
十
一
条
（
禁
則
及
び
会
員
資
格
の
取
り
消
し
） 



 

会
員
が
次
の
事
項
の
一
つ
に
で
も
該
当
す
る
行
為
を
行
な
っ
た
場
合
は
、
会
員
資
格
を
一
時
停
止
、
ま
た
は
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

① 

当
会
・
主
宰
者
・
事
務
員
及
び
他
の
会
員
の
信
用
を
傷
つ
け
る
行
為 

② 
当
会
の
活
動
を
阻
害
す
る
行
為
や
、
当
会
の
施
設
を
故
意
に
破
損
す
る
行
為 

③ 

既
に
受
講
し
た
講
義
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
受
講
料
を
支
払
わ
な
い
時 

④ 

当
会
施
設
内
に
お
け
る
各
種
の
勧
誘
行
為
や
物
品
の
販
売
等
の
営
利
行
為 

⑤ 

そ
の
他
の
違
法
行
為
や
風
紀
を
乱
す
行
為 

 

第
十
二
条
（
規
則
等
） 

本
会
則
に
定
め
る
規
則
及
び
そ
の
他
当
会
を
経
営
し
運
営
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
措
置
を
定
め
る
た
め
の
規
則
は
、
『
清
体
協
会
』

主
宰
者
が
制
定
し
改
廃
す
る
。 

 

第
十
三
条
（
施
行
日
） 

本
会
則
は
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
よ
り
『
清
体
協
会
会
則
』
と
し
て
定
め
、
施
行
す
る
。 

 


